
 

            大垣市地域おこし協力隊員設置要綱大垣市地域おこし協力隊員設置要綱大垣市地域おこし協力隊員設置要綱大垣市地域おこし協力隊員設置要綱    

    

    ((((趣旨趣旨趣旨趣旨))))    

第第第第1111条条条条    この要綱は、本市における人口減少や少子高齢化の著しい地域においこの要綱は、本市における人口減少や少子高齢化の著しい地域においこの要綱は、本市における人口減少や少子高齢化の著しい地域においこの要綱は、本市における人口減少や少子高齢化の著しい地域におい

て、新たな地域の担い手として都市地域から地域おこしに意欲のある人材をて、新たな地域の担い手として都市地域から地域おこしに意欲のある人材をて、新たな地域の担い手として都市地域から地域おこしに意欲のある人材をて、新たな地域の担い手として都市地域から地域おこしに意欲のある人材を

積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、地域力の維持及び強化を行うた積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、地域力の維持及び強化を行うた積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、地域力の維持及び強化を行うた積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、地域力の維持及び強化を行うた

め、地域おこし協力隊推進要綱め、地域おこし協力隊推進要綱め、地域おこし協力隊推進要綱め、地域おこし協力隊推進要綱((((平成平成平成平成21212121年年年年3333月月月月31313131日付け総行応第日付け総行応第日付け総行応第日付け総行応第38383838号総務事務号総務事務号総務事務号総務事務

次官通知次官通知次官通知次官通知))))に基づき、大垣市地域おこし協力隊員に基づき、大垣市地域おこし協力隊員に基づき、大垣市地域おこし協力隊員に基づき、大垣市地域おこし協力隊員((((以下｢以下｢以下｢以下｢協力隊協力隊協力隊協力隊員員員員｣｣｣｣という。という。という。という。))))

を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。    

((((協力隊協力隊協力隊協力隊員員員員))))    

第第第第2222条条条条    この要綱においてこの要綱においてこの要綱においてこの要綱において｢｢｢｢協協協協力隊力隊力隊力隊員員員員｣｣｣｣ととととは、次は、次は、次は、次にににに掲げる者をいう。掲げる者をいう。掲げる者をいう。掲げる者をいう。    

⑴⑴⑴⑴    地域おこし協力隊の隊員地域おこし協力隊の隊員地域おこし協力隊の隊員地域おこし協力隊の隊員((((以下以下以下以下｢隊員｣｢隊員｣｢隊員｣｢隊員｣という。という。という。という。))))    

⑵⑵⑵⑵    おためし地域おこし協力隊の隊員おためし地域おこし協力隊の隊員おためし地域おこし協力隊の隊員おためし地域おこし協力隊の隊員((((以下以下以下以下｢おためし協力隊｣｢おためし協力隊｣｢おためし協力隊｣｢おためし協力隊｣という。という。という。という。))))    

⑶⑶⑶⑶    地域おこし協力隊インターン地域おこし協力隊インターン地域おこし協力隊インターン地域おこし協力隊インターン((((以下以下以下以下｢｢｢｢インターンインターンインターンインターン｣｣｣｣という。という。という。という。))))    

    ((((協力隊協力隊協力隊協力隊員員員員の活動の活動の活動の活動))))    

第第第第3333条条条条    協力隊協力隊協力隊協力隊員員員員の活動の活動の活動の活動区域区域区域区域は大垣市上石津町のうち一之瀬地区、多良地区は大垣市上石津町のうち一之瀬地区、多良地区は大垣市上石津町のうち一之瀬地区、多良地区は大垣市上石津町のうち一之瀬地区、多良地区及及及及

びびびび時地区時地区時地区時地区を対象を対象を対象を対象とする。とする。とする。とする。    

2222    協力協力協力協力隊員は、次に掲げる活動を行う隊員は、次に掲げる活動を行う隊員は、次に掲げる活動を行う隊員は、次に掲げる活動を行うことができることができることができることができる。。。。    

⑴⑴⑴⑴    移住定住及び地域間交流の促進に関する活動移住定住及び地域間交流の促進に関する活動移住定住及び地域間交流の促進に関する活動移住定住及び地域間交流の促進に関する活動    

⑵⑵⑵⑵    地域資源の発掘及び活用に関する活動地域資源の発掘及び活用に関する活動地域資源の発掘及び活用に関する活動地域資源の発掘及び活用に関する活動    

⑶⑶⑶⑶    地域おこしに関する支援活動地域おこしに関する支援活動地域おこしに関する支援活動地域おこしに関する支援活動    

⑷⑷⑷⑷    住住住住民の生民の生民の生民の生活、地活、地活、地活、地域コミュニティの維持に関する支援活動域コミュニティの維持に関する支援活動域コミュニティの維持に関する支援活動域コミュニティの維持に関する支援活動    

⑸⑸⑸⑸    その他市長が認める活動その他市長が認める活動その他市長が認める活動その他市長が認める活動    

（協力隊員の（協力隊員の（協力隊員の（協力隊員の要件要件要件要件））））    

第第第第4444条条条条    隊員及びインターン隊員及びインターン隊員及びインターン隊員及びインターン（以下、（以下、（以下、（以下、｢隊員等｣｢隊員等｣｢隊員等｣｢隊員等｣という。）という。）という。）という。）はははは、次、次、次、次の各号のいずれの各号のいずれの各号のいずれの各号のいずれ

にも該当するにも該当するにも該当するにも該当する者のうちから市長が者のうちから市長が者のうちから市長が者のうちから市長が委嘱委嘱委嘱委嘱する。する。する。する。    

⑴⑴⑴⑴    地方公務員法地方公務員法地方公務員法地方公務員法((((昭和昭和昭和昭和25252525年法律第年法律第年法律第年法律第261261261261号号号号))))第第第第16161616条に規定する欠格条項に該当条に規定する欠格条項に該当条に規定する欠格条項に該当条に規定する欠格条項に該当

しない者しない者しない者しない者    

⑵⑵⑵⑵    三大都市圏三大都市圏三大都市圏三大都市圏((((埼玉県､千葉県､東京都､神奈川県､岐阜県､愛知県､三重県､埼玉県､千葉県､東京都､神奈川県､岐阜県､愛知県､三重県､埼玉県､千葉県､東京都､神奈川県､岐阜県､愛知県､三重県､埼玉県､千葉県､東京都､神奈川県､岐阜県､愛知県､三重県､

京都府､大阪府､兵庫県及び奈良県をいう京都府､大阪府､兵庫県及び奈良県をいう京都府､大阪府､兵庫県及び奈良県をいう京都府､大阪府､兵庫県及び奈良県をいう。。。。))))その他のその他のその他のその他の都市地域等（都市地域等（都市地域等（都市地域等（過疎地過疎地過疎地過疎地

域自立促進特別措置法域自立促進特別措置法域自立促進特別措置法域自立促進特別措置法((((平成平成平成平成12121212年法律第年法律第年法律第年法律第15151515号号号号))))、山村振興法、山村振興法、山村振興法、山村振興法((((昭和昭和昭和昭和40404040年年年年法律法律法律法律

第第第第64646464号号号号))))、離島振興法、離島振興法、離島振興法、離島振興法((((昭和昭和昭和昭和28282828年法律第年法律第年法律第年法律第72727272号号号号))))及び半島振興法及び半島振興法及び半島振興法及び半島振興法((((昭和昭和昭和昭和60606060年法律年法律年法律年法律

第第第第63636363号号号号))))に指定された地域に指定された地域に指定された地域に指定された地域を除く。を除く。を除く。を除く。))))から大垣市上石津町から大垣市上石津町から大垣市上石津町から大垣市上石津町((((一之瀬地区、多一之瀬地区、多一之瀬地区、多一之瀬地区、多

良地区又は時地区良地区又は時地区良地区又は時地区良地区又は時地区に限る。に限る。に限る。に限る。))))に生活拠点を移し、住民票を異動することがに生活拠点を移し、住民票を異動することがに生活拠点を移し、住民票を異動することがに生活拠点を移し、住民票を異動することが

可能な者可能な者可能な者可能な者。。。。ただしただしただしただし、インターンについては、インターンについては、インターンについては、インターンについては、、、、住民票の異動を要しない。住民票の異動を要しない。住民票の異動を要しない。住民票の異動を要しない。    



 

⑶⑶⑶⑶    心身ともに健康で、地域おこしに意欲があり、住民とともに地域活動に心身ともに健康で、地域おこしに意欲があり、住民とともに地域活動に心身ともに健康で、地域おこしに意欲があり、住民とともに地域活動に心身ともに健康で、地域おこしに意欲があり、住民とともに地域活動に

積極的に参加できる者積極的に参加できる者積極的に参加できる者積極的に参加できる者    

2222    おためし協力隊は、住民との交流を含む短期間の地域協力活動の体験を実おためし協力隊は、住民との交流を含む短期間の地域協力活動の体験を実おためし協力隊は、住民との交流を含む短期間の地域協力活動の体験を実おためし協力隊は、住民との交流を含む短期間の地域協力活動の体験を実

施する意思を有する者施する意思を有する者施する意思を有する者施する意思を有する者のうちから、市長が受入れを決定のうちから、市長が受入れを決定のうちから、市長が受入れを決定のうちから、市長が受入れを決定するするするする。。。。    

    ((((協力隊協力隊協力隊協力隊員員員員の任の任の任の任期期期期))))    

第第第第5555条条条条    隊員隊員隊員隊員のののの任期任期任期任期は、は、は、は、1111年年年年ととととする。ただし、する。ただし、する。ただし、する。ただし、3333期期期期を限度として再任を妨げない。を限度として再任を妨げない。を限度として再任を妨げない。を限度として再任を妨げない。    

2222    インターンの任期は、インターンの任期は、インターンの任期は、インターンの任期は、2222週間以上週間以上週間以上週間以上3333か月以内か月以内か月以内か月以内とする。ただし、とする。ただし、とする。ただし、とする。ただし、再任を妨げな再任を妨げな再任を妨げな再任を妨げな

い。い。い。い。    

3333    前前前前2222項の規定により隊員等を再任する場合は、当該任期ごとに委嘱期間を延項の規定により隊員等を再任する場合は、当該任期ごとに委嘱期間を延項の規定により隊員等を再任する場合は、当該任期ごとに委嘱期間を延項の規定により隊員等を再任する場合は、当該任期ごとに委嘱期間を延

長するものとする。長するものとする。長するものとする。長するものとする。    

4444    市長は、市長は、市長は、市長は、協力隊協力隊協力隊協力隊員員員員が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、解解解解

職する職する職する職することができるものとする。ことができるものとする。ことができるものとする。ことができるものとする。    

⑴⑴⑴⑴    協力隊協力隊協力隊協力隊員員員員本人から本人から本人から本人から解職解職解職解職のののの申出申出申出申出があったとき。があったとき。があったとき。があったとき。    

⑵⑵⑵⑵    法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。    

⑶⑶⑶⑶    心身の故障のため、活動の遂行に支障があり心身の故障のため、活動の遂行に支障があり心身の故障のため、活動の遂行に支障があり心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又は、又は、又は、又はこれにこれにこれにこれに堪えないとき。堪えないとき。堪えないとき。堪えないとき。    

⑷⑷⑷⑷    協力隊協力隊協力隊協力隊員員員員としてふさわしくない行為があったとき。としてふさわしくない行為があったとき。としてふさわしくない行為があったとき。としてふさわしくない行為があったとき。    

5555    おためし協力隊の受入期間は、受入れの都度、市長が別に定める。おためし協力隊の受入期間は、受入れの都度、市長が別に定める。おためし協力隊の受入期間は、受入れの都度、市長が別に定める。おためし協力隊の受入期間は、受入れの都度、市長が別に定める。    

    ((((隊員等隊員等隊員等隊員等の身分の身分の身分の身分))))    

第第第第6666条条条条    隊員等隊員等隊員等隊員等の身分は、地方公務員法の身分は、地方公務員法の身分は、地方公務員法の身分は、地方公務員法第第第第22222222条の条の条の条の2222第第第第1111項第項第項第項第1111号号号号にににに掲げる掲げる掲げる掲げる職員とす職員とす職員とす職員とす

る。る。る。る。    

    ((((報酬等報酬等報酬等報酬等))))    

第第第第7777条条条条    隊員隊員隊員隊員等等等等の報酬及び費用弁償は、大垣市会計年度任用職員の給与及び費の報酬及び費用弁償は、大垣市会計年度任用職員の給与及び費の報酬及び費用弁償は、大垣市会計年度任用職員の給与及び費の報酬及び費用弁償は、大垣市会計年度任用職員の給与及び費

用弁償に関する条例用弁償に関する条例用弁償に関する条例用弁償に関する条例((((令和元年条例第令和元年条例第令和元年条例第令和元年条例第6666号号号号))))の定めるところにより支給すの定めるところにより支給すの定めるところにより支給すの定めるところにより支給する。る。る。る。    

    ((((身分証明書の携行等身分証明書の携行等身分証明書の携行等身分証明書の携行等))))    

第第第第8888条条条条    隊員等隊員等隊員等隊員等は、は、は、は、協力隊協力隊協力隊協力隊員員員員の活動に従事するときは、常にの活動に従事するときは、常にの活動に従事するときは、常にの活動に従事するときは、常に｢｢｢｢大垣市地域おこし大垣市地域おこし大垣市地域おこし大垣市地域おこし

協力隊員協力隊員協力隊員協力隊員身分証明書身分証明書身分証明書身分証明書    大垣市地域おこし協力隊インターン身分証明書大垣市地域おこし協力隊インターン身分証明書大垣市地域おこし協力隊インターン身分証明書大垣市地域おこし協力隊インターン身分証明書｣｣｣｣((((別別別別

記様式記様式記様式記様式。。。。以下｢身分証明書｣という以下｢身分証明書｣という以下｢身分証明書｣という以下｢身分証明書｣という。。。。))))を携行し、関係者から請求があったとを携行し、関係者から請求があったとを携行し、関係者から請求があったとを携行し、関係者から請求があったと

きは、これを提示しなければならない。きは、これを提示しなければならない。きは、これを提示しなければならない。きは、これを提示しなければならない。    

2222    隊員等隊員等隊員等隊員等は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変造は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変造は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変造は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変造

してはならない。してはならない。してはならない。してはならない。    

3333    隊員等隊員等隊員等隊員等は、身分証明書を紛失し、又は破損したときは、直ちにその旨を市は、身分証明書を紛失し、又は破損したときは、直ちにその旨を市は、身分証明書を紛失し、又は破損したときは、直ちにその旨を市は、身分証明書を紛失し、又は破損したときは、直ちにその旨を市

長に届けなければならない。長に届けなければならない。長に届けなければならない。長に届けなければならない。    

4444    隊員等隊員等隊員等隊員等は、退任は、退任は、退任は、退任し、又は解職し、又は解職し、又は解職し、又は解職されたときは、直ちに身分証明書を市長に返されたときは、直ちに身分証明書を市長に返されたときは、直ちに身分証明書を市長に返されたときは、直ちに身分証明書を市長に返

還しなければならない。還しなければならない。還しなければならない。還しなければならない。    

    ((((守秘義務守秘義務守秘義務守秘義務))))    



 

第第第第9999条条条条    協力隊協力隊協力隊協力隊員員員員は、職務上知りは、職務上知りは、職務上知りは、職務上知り得た得た得た得た秘密を漏らして秘密を漏らして秘密を漏らして秘密を漏らしてはならない。その職を退はならない。その職を退はならない。その職を退はならない。その職を退

いた後も、同様とする。いた後も、同様とする。いた後も、同様とする。いた後も、同様とする。    

    ((((委任委任委任委任))))    

第第第第10101010条条条条    この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。    

    

            附附附附    則則則則    

    この要綱は、平成この要綱は、平成この要綱は、平成この要綱は、平成29292929年年年年6666月月月月1111日か日か日か日から施行する。ら施行する。ら施行する。ら施行する。    

            附附附附    則則則則    

    この要綱は、令和この要綱は、令和この要綱は、令和この要綱は、令和2222年年年年4444月月月月1111日か日か日か日から施行する。ら施行する。ら施行する。ら施行する。    

附附附附    則則則則    

((((施行期日施行期日施行期日施行期日))))    

1111    この要綱は、令和この要綱は、令和この要綱は、令和この要綱は、令和6666年年年年4444月月月月1111日か日か日か日から施行する。ら施行する。ら施行する。ら施行する。    

((((経過措置経過措置経過措置経過措置))))    

2222    改正前の別記改正前の別記改正前の別記改正前の別記様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。    

    



 

別記別記別記別記様式様式様式様式((((第第第第８８８８条関係条関係条関係条関係))))    

    

    

                                                                                大垣市地域おこし協力隊員大垣市地域おこし協力隊員大垣市地域おこし協力隊員大垣市地域おこし協力隊員身分証明書身分証明書身分証明書身分証明書    

                                                                                大垣市地域おこし協力隊大垣市地域おこし協力隊大垣市地域おこし協力隊大垣市地域おこし協力隊インターンインターンインターンインターン身分証明書身分証明書身分証明書身分証明書    

    

                                                                            ふりがなふりがなふりがなふりがな    

                                                                            氏氏氏氏        名名名名    

    

                                                                            生年月日生年月日生年月日生年月日                    年年年年                月月月月                日日日日    

    

上記の者は、大垣市地域おこし協力隊員設置要綱第１条に規定する地域おこし協力隊員上記の者は、大垣市地域おこし協力隊員設置要綱第１条に規定する地域おこし協力隊員上記の者は、大垣市地域おこし協力隊員設置要綱第１条に規定する地域おこし協力隊員上記の者は、大垣市地域おこし協力隊員設置要綱第１条に規定する地域おこし協力隊員        

であることを証明する。であることを証明する。であることを証明する。であることを証明する。    

有効期間有効期間有効期間有効期間                        年年年年                月月月月                日日日日    からからからから                    年年年年                月月月月                日まで日まで日まで日まで    

    

大垣市長大垣市長大垣市長大垣市長                                                印印印印    

    

 

90 90 90 90 ミリメートルミリメートルミリメートルミリメートル    

 

（裏） 

    

注意事項注意事項注意事項注意事項    

    

    

１１１１    この証明書は、隊員活動を遂行するときは、常に携帯し、関係者から請求があったときは、この証明書は、隊員活動を遂行するときは、常に携帯し、関係者から請求があったときは、この証明書は、隊員活動を遂行するときは、常に携帯し、関係者から請求があったときは、この証明書は、隊員活動を遂行するときは、常に携帯し、関係者から請求があったときは、

これを提示しなければならない。これを提示しなければならない。これを提示しなければならない。これを提示しなければならない。    

    

２２２２    この証明書は、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。この証明書は、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。この証明書は、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。この証明書は、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。    

    

３３３３    この証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。この証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。この証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。この証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。    

    

４４４４    この証明書は、退任しこの証明書は、退任しこの証明書は、退任しこの証明書は、退任し、又は解職され、又は解職され、又は解職され、又は解職されたときは、直ちに市長に返還しなければならない。たときは、直ちに市長に返還しなければならない。たときは、直ちに市長に返還しなければならない。たときは、直ちに市長に返還しなければならない。    

    

 

 

写写写写    真真真真    

    

    

正面、脱帽にて正面、脱帽にて正面、脱帽にて正面、脱帽にて3333かかかか月月月月    

以内に撮影したも以内に撮影したも以内に撮影したも以内に撮影したものののの    

    

縦縦縦縦300mm300mm300mm300mm×横×横×横×横250mm250mm250mm250mm    

5555

5555    

ﾐﾐﾐﾐ    

ﾘﾘﾘﾘ    

ﾒﾒﾒﾒ    

||||    

ﾄﾄﾄﾄ    

ﾙﾙﾙﾙ    

（市章）（市章）（市章）（市章） 


